
執行機関の附属機関に関する条例（抜粋） 
 

昭和２８年４月１日 

条 例 第 １ ７ 号 

 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第百３８条の４第３項に規定する県の執

行機関の附属機関（以下「附属機関」という。）について必要な事項を定めることを目的とする。 

第２条 法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例の規定により設置されたもののほか、附属機関と

して置くものは、別表第１のとおりとする。 

２ 法律又はこれに基づく政令の規定により設置された附属機関のうち別表第二の上欄に掲げる附属機

関は、それぞれ同表の下欄に掲げる附属機関とする。 

一部改正〔昭和３５年条例３４号・平成１２年４号〕 

第３条 附属機関の委員その他の構成員（以下「委員等」という。）の報酬は、委員等が、会議に出席し、

又はその職務により勤務した日１日について１万６千５百円以内とする。 

一部改正〔昭和３５年条例３４号・４２年５０号・４５年７号・４８年６８号・４９年７６号・

５１年５２号・５３年２号・５４年５６号・ ５５年５８号・５７年１号・６０年５号・６２年

４９号・平成２年３号・４年７号・８年４１号〕 

第４条 委員等が職務のため旅行したときは、特別の事情がある場合を除き、一般職の職員に支給する

額に相当する額をその費用として弁償する。 

一部改正〔昭和３５年条例３４号・６１年３５号・平成４年６９号・９年７４号〕 

第５条 報酬及び費用弁償の支給方法は、一般職の職員の給料及び旅費支給の例による。但し、費用弁

償の計算方法における起点は、その居住する市町村の区域とする。 

第６条 附属機関の組織、会議その他附属機関について必要な事項は、法律若しくはこれに基く政令又

はこの条例に定めるものの外、当該執行機関が定める。 

 

  附   則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第２条関係） 

 １ 知事の附属機関 

附 属 機 関 名 職                  務 

埼玉県水防協議会 知事の諮問に応じ、水防計画その他水防に関する重要事項を調査審議する。 

 


